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大津市立森林キャンプ村条例を廃止する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第27号 

大津市立森林キャンプ村条例を廃止する条例 

大津市立森林キャンプ村条例（昭和62年条例第４号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市文化観光振興基金条例の一部を改正する条例を公布する。 

 令和５年３月24日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第28号 

   大津市文化観光振興基金条例の一部を改正する条例 

大津市文化観光振興基金条例（平成８年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「観光資源となる」を削り、「（以下「文化観光資源」という。）を保存し、継承し、及び」を「を

保存及び継承するとともに、これを」に、「観光振興に」を「文化及び観光の振興に」に改める。 

 第４条中「第６条に定める財源」を「第１条の目的を達成するための経費」に改める。 

第６条中「文化観光資源の保存、継承及び活用に要する経費を助成するため」を「第１条の目的を達成するた

めの経費」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和５年３月30日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大津市文化観光振興基金条例第１条の規定により設置され

た大津市文化観光振興基金は、この条例による改正後の大津市文化観光振興基金条例第１条の規定により設置

される大津市文化観光振興基金となり、同一性をもって存続するものとする。 

 


